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１ 監査の種別 

  地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体の監査 

 

２ 監査の対象 

 ⑴ 対象団体 公益社団法人宇陀市シルバー人材センター（以下「シルバー

人材センター」という。） 

⑵ 対象事務 シルバー人材センターにおける宇陀市からの財政援助に係る

出納その他の事務で、主として令和５年度及び４年度執行の事務 

⑶ 所管課 健康福祉部 介護福祉課 

 

３ 監査の期間 

  令和７年１月２１日から令和７年３月２７日まで 

 

４ 監査の方法 

  監査は、シルバー人材センターに対し、令和５年度及び４年度の財務に関

する書類の提出を求め、出納その他の事務が適正に行われているか、また事

務事業が補助の目的に沿って適正かつ効果的に行われているかについて、事

業報告書、収支計算書等関係書類の調査とともに、関係職員に対する質問等

の方法により実施した。 

 

５ シルバー人材センターの概要 

 ⑴ 設立の趣旨 

   シルバー人材センターは、定年退職者等の高年齢退職者の希望に応じた

臨時的かつ短期的な就業又はその他の簡易な業務に係る就業の機会を確保

し、これらの者に対して組織的に提供することなどにより、その就業を援

助して、これらの者の生きがいの充実、社会参加の推進を図ることにより、

高年齢対象者の能力を活かした活力ある地域社会づくりに寄与することを

目的に次の事業を行う。 

  ア 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易

な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高年齢者のため

に、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 

  イ 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就

業（雇用によるものに限る。）を希望する高年齢者のために、職業紹介事

業又は一般労働者派遣事業を行うこと。 

  ウ 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に

係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

  エ 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係
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る就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図る

ために必要な事業を行うこと。 

  オ 前４号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地

域社会、企業等における高年齢者の能力の活用を図るために必要な事業

を行うこと。 

  カ その他目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

 

 ⑵ 組織 

   シルバー人材センターの事務所の所在地は、第１表のとおりである。 

   また、組織機構（令和７年１月現在）は、第２表のとおりである。 

【第１表】

奈良県宇陀市榛原下井足８２５番地

所在地

シルバー人材センターの事務所の所在地

 

 

【第２表】

（　１人） （　２人）
（　１人）
（１４人）

（　４人）
（　２人）

（嘱託）常務理事兼事務局長
正 職 員
嘱 託

シルバー人材センター組織図

理 事
副 理 事 長
理 事 長

理事会
監 事

 

   シルバー人材センターの組織は、役員組織として理事会、監事及び事業

の実施機関である事務局で構成されている。役員数は理事１４名（理事長

及び副理事長を含む。）及び監事２名の合計１６名であるが、事務局長が常

務理事を兼ねている。事務局職員は局長含め 7 人（正職員４人、嘱託職員

３人）である。 

 

 ⑶ 事業（受託事業）の状況 

   受託事業の仕組みは、シルバー人材センターが地域の家庭や企業、公共

団体から請負又は委任契約により仕事を受注し、会員として登録された高

齢者の中から適任者にその仕事を提供し、仕事の提供を受けた会員は、契

約内容に従ってその仕事を実施し、仕事に内容と就業実績に応じてシルバ

ー人材センターから配分金を受け取るものである。 
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   この他、臨時的かつ短期的な業務又はその他の軽易な業務の範囲におい

て、労働者派遣事業も行っている。 

   事業の状況は、第３表のとおりである。 

【第３表】

（単位：人、件、円）
令和５年度 令和４年度

368 386
公共 272 272
民間 1,342 1,525
計 1,614 1,797
公共 91,619,950 80,523,379
民間 151,849,698 157,262,460
計 243,469,648 237,785,839
公共 10,203 10,630
民間 21,536 24,296
計 31,739 34,926

事業量の推移

項目
会員数（年度末現在の会員数）

受注状況

就業延人員

契約金額

契約件数

 

 

 ⑷ 宇陀市との関係 

   シルバー人材センターが行う高齢者の就業の機会の増大と福祉の進展を

図るための事業に要する経費について、宇陀市シルバー人材センター運営

補助金として令和５年度及び４年度に９５０万円を交付している。 

 

 ⑸ 収支の状況 

   シルバー人材センターの会計については、公益法人会計基準を採用して

おり、消費税処理は税込処理である。 

   収支状況は、第４表のとおりである。 
【第４表】

（単位：円）

うち市補助金 うち市補助金

１　経常収益 265,411,811 9,500,000 259,558,775 9,500,000

１　受託事業収益 243,469,648 0 237,785,839 0
①　受取配分金 195,780,564 198,538,442
②　受取材料費等 7,536,076 10,491,844
③　受取事務費 40,153,008 28,755,553

２　労働派遣事業等受託収益 1,335,704 1,017,349
３　受取会費 1,152,000 1,182,000
４　受取補助金等 18,792,000 9,500,000 19,000,000 9,500,000

①　受取連合交付金 9,292,000 9,500,000
②　市補助金 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000

５　特定資産運用益 46 39
６　雑収益 662,413 573,548

１　経常費用 256,812,691 258,871,340
①　支払配分金 195,780,564 198,538,442
②　支払材料費 6,114,432 8,688,281
③　事業費・人件費 52,641,128 9,500,000 49,596,731 9,500,000
④　管理費・人件費 2,276,567 2,047,886

２　経常外収益 0 0
１　固定資産売却益 0 0

３　経常外費用 1 1
１　固定資産除却損 1 1

8,599,119 － 687,434 －
56,066,884 － 55,379,450 －
64,666,003 － 56,066,884 －

支
出
の
部

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

収支計算書の推移

科目 令和５年度 令和４年度

収
入
の
部
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６ 監査の結果 

シルバー人材センターの出納その他の事務については、おおむね適正に処

理されていると認められた。また、所管課における補助金の交付事務は、お

おむね適正に処理されていると認められた。 

なお、監査における個別の意見は次のとおりである。 

 

 ⑴ シルバー人材センターに関する事項 

    シルバー人材センターの運営については、働き方改革による定年の引き

上げや、高齢化に伴う退会等によって、会員数や契約の件数が減少傾向に

ある。また、物価や人件費の上昇の影響もある中で、効率的な会員配置へ

の努力や、公共のみならず、とくに民間部門における多様な受託事業の獲

得努力、経費節減・見直しにより令和５年度及び４年度の経常収支は黒字

となっている。 

また、それぞれの契約に関しては、定款をはじめとする各規程に基づい

て手続きを進めていただいていることを確認した。 

今後とも、高齢者の活躍の場を充実させ、生きがいや就労機会の増大を

図るとともに、活力ある地域社会づくりに向け、より一層の貢献をされる

ことを期待する。 

また、前述のとおり非常に厳しい状況だと見受けられるが、引き続き新

規会員の確保に努められるとともに、既存会員についても稼働率の向上に

努められたい。 

 

 ⑵ 所管課に関する事項 

    シルバー人材センターは、高齢者の就業機会を確保することにとどま

らず、就業を通じて高齢者の生きがい対策、地域社会の活性化に寄与す

るという役割を果たしている。 

    所管課は、定期的な確認をし、必要があれば指導もしなければならな

い。今まで以上に透明性のある関係を目指していただきたい。 

 

 


